
　

市
で
は
、地
域
に
根
ざ
し
た
男
女
共
同

参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
、男
女
共
同
参

画
社
会
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
事
項

を
調
査
・
審
議
す
る「
甲
賀
市
男
女
共
同

参
画
の
ま
ち
づ
く
り
懇
話
会
」を
設
置
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、同
委
員
を
1
名
募
集
し
ま

す
。

■
応
募
資
格

　

�

市
内
在
住
の
満
20
歳
以
上
の
方（
た
だ

し
、国
や
地
方
公
共
団
体
の
議
員
、常
勤

の
公
務
員
の
方
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。）

■
募
集
人
数　

1
名

■
委
員
の
任
期

　

平
成
22
年
3
月
〜
平
成
23
年
3
月

■
主
な
業
務

　

�

年
4
回
程
度
の
会
議
に
出
席
し
、甲
賀

市
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
社
会
づ

く
り
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
、調
査
・
審
議
・
提
言
な
ど
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

�　

な
お
、委
員
に
は
職
務
上
知
り
得
た

秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
義
務

が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

■
応
募
方
法

　

�

人
権
推
進
課
ま
た
は
各
支
所
に
備
え

付
け
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
ご

記
入
の
上
、郵
送
、持
参
、F
A
X
ま
た

は
E
メ
ー
ル
で
提
出
く
だ
さ
い
。（
応

募
用
紙
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

■
募
集
期
間

　

1
月
4
日（
月
）〜
18
日（
月
）

　

�（
持
参
い
た
だ
く
場
合
は
、土
・
日
を
除

く
執
務
時
間
内
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

郵
送
の
場
合
は
、1
月
18
日
到
着
分
ま

で
が
有
効
で
す
。）

■
委
員
の
選
考

　

�

選
考
委
員
会
に
お
い
て
、応
募
用
紙
記

載
内
容
に
よ
り
選
考
し
ま
す
。ま
た
、

必
要
に
応
じ
て
面
接
を
実
施
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　
�　

な
お
、選
考
結
果
は
応
募
者
全
員
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
を
一
緒
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か

〜
男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
懇
話
会
委
員
募
集
〜

　

園
や
学
校
で
は
特
別
支
援
教
育
が
始
ま
り
、

発
達
障
が
い
ま
た
は
そ
の
傾
向
の
あ
る
子
ど

も
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
支
援
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。お
子
さ
ん
の
園
や
学

校
で
の
生
活
に
つ
い
て
不
安
な
点
は
、園
や
学

校
と
相
談
さ
れ
る
中
で
、共
通
の
認
識
と
長
期

的
な
見
通
し
を
持
っ
て
取
り
組
む
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。学
齢
期
以
降
の
方
に
つ
い
て
も

継
続
し
た
支
援
の
た
め
に
発
達
支
援
室
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、発
達
支
援
室
の
窓
口
で
は
、乳
幼
児

期
・
学
齢
期
・
成
人
期
ま
で
の
成
長
や
支
援
の

記
録
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る「
こ
こ
あ
い

パ
ス
ポ
ー
ト
」を
発
行
し
て
い
ま
す
。内
容
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
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　市では、事業実施にあたって
は、常に安全・安心の確保を最
優先していますが、その体制が
持続的なものでなければなり
ません。
　そのため、昨年7月に「甲賀市
事業執行安全管理体制審査委
員会」を設置し、全庁的な安全
管理体制の点検システムを構
築しました。昨年12月には、昨
年4月から9月までの上期に実
施した事業や「危機管理個別マ
ニュアル」についての改善審査
を行いました。
　今後も市では、定期的に安全
管理体制の点検を進め、市民の
皆様に安心して事業に参加し
ていただけるよう努めてまい
ります。

　　　　　　  危機管理対策室
☎ 65-0733　  63-4554
問い合わせ

市 事 業 執 行
安 全 管 理 体 制
審 査 委 員 会 で
改 善 審 査
〜2回目を開催〜

水口商工会館周
辺

ＪＲ甲賀駅北口

信楽高原鐵道信楽
駅

甲南パーキン
グエリア下
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